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美瑛町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を確保するため、内閣府に属する行

政機関である個人情報保護委員会からの助言を踏まえて、本条例の一部を改正

するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）本町が保有する個人情報の開示請求に係る開示決定等の期限に関する特

例の日数について、２８日以内から４４日以内に改める。 

（２）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定に基づく審査請求を

除外する規定について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）第１０５条第１項各号の規定を準用するよう改める。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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新 旧 

第１条～第３条 【略】 

（開示決定等の期限に関する特例） 

第４条 実施機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１

項及び第８４条の規定の適用については、同項中「３０日以内」

とあるのは「１４日以内」とし、同条中「６０日以内」とあるの

は「４４日以内」と、「同条第１項」とあるのは「美瑛町個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和５年美瑛町条例第３号）第

４条の規定により読み替えて適用される前条第１項」とする。 

第５条～第７条 【略】 

 （救済の手続） 

第８条 実施機関は、法第８２条、法第９３条若しくは法第１０１

条の決定について、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

の規定に基づく審査請求があった場合は、法第１０５条第１項各

号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに美瑛町行政不服審

査会条例（平成２８年美瑛町条例第２号）第２条に規定する美瑛

町行政不服審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければ

ならない。 

   附 則 【略】 

 

第１条～第３条 【略】 

（開示決定等の期限に関する特例） 

第４条 実施機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１

項及び第８４条の規定の適用については、同項中「３０日以内」

とあるのは「１４日以内」とし、同条中「６０日以内」とあるの

は「２８日以内」と、「同条第１項」とあるのは「美瑛町個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和５年美瑛町条例第３号）第

４条の規定により読み替えて適用される前条第１項」とする。 

第５条～第７条 【略】 

 （救済の手続） 

第８条 実施機関は、法第８２条、法第９３条若しくは法第１０１

条の決定について、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が明らか

に不適法であるとき    を除き、速やかに美瑛町行政不服審

査会条例（平成２８年美瑛町条例第２号）第２条に規定する美瑛

町行政不服審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければ

ならない。 

   附 則 【略】 
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美瑛町税条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第７号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、本条例の一

部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）町民税  

１９歳以上２３歳未満の特定親族について、既存の扶養控除に係る所得要

件を超えた場合であっても、新たに特定親族特別控除の対象となる規定を設

けるほか、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る提出

義務規定を改正する。 

（２）固定資産税  

大規模修繕を行った特定マンションにおける固定資産税の減額措置につい

て、マンション管理組合の管理者等から必要書類等の提出があり、当該減額

措置の要件に該当すると認められるときは、マンションの区分所有者から申

告書の提出がなかった場合においても、減額措置を適用することができる規

定を設ける。 

（３）軽自動車税 

  ①軽自動車税種別割に係る原動機付自転車の税率区分について、２輪のも

ので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０キロワ

ット以下のものに係る区分を追加する。 

②道路交通法の改正により個人番号カードに運転免許に係る情報を記録す

ることが可能（いわゆるマイナ免許証）となったことに伴い、軽自動車

税種別割の減免の手続において、特定免許情報を確認する措置を取らな

ければならない規定を設ける。 

（４）たばこ税 

加熱式たばこと紙巻たばことの税負担差を解消するため、当分の間の措置

として、従前の価格と重量から換算する方式から、重量のみに応じて紙巻た
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ばこの本数に換算する方式に改めるほか、一定の重量以下の加熱式たばこに

ついては、紙巻たばこ１本として課税する方式に見直す規定を設ける。 

（５）その他 

  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等の

改正による条項ずれに伴い、条文の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。ただし、次に掲げる

規定はそれぞれ定める日から施行する。 

（１）第３４条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１項

第３号、第３６条の３の３第１項の改正規定及び附則第２条に掲げる町民

税に関する規定 令和８年１月１日 

（２）附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第５条に掲げる

町たばこ税に関する規定 令和８年４月１日 
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新 旧 

第１条～第３４条 【略】 

（所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号

のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３

項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養 

控除額又は特定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が 

２，５００万円以下である所得割の納税義務者については、同条

第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞれ

その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。 

第３４条の３～第３６条 【略】 

（町民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を町長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学

第１条～第３４条 【略】 

 （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号

のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３

項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶 

養控除額          を、前年の合計所得金額が 

２，５００万円以下である所得割の納税義務者については、同条

第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞれ

その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。 

第３４条の３～第３６条 【略】 

 （町民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を町長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学
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新 旧 

生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計

所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条

の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者

（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控

除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法第 

３１４条の２第４項   に規定する扶養控除額若しくは特定親

族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親

族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３

第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）に係るものを除く。）の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項（同項

第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規

定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する特例認

定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控

除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に

掲げる者を除く。）については、この限りではない。 

２～１０ 【略】 

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 【略】 

生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計

所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条

の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者

（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控

除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）若しく 

は法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額        

                               

                               

                               

                    の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項（同項

第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規

定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する特例認

定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控

除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に

掲げる者を除く。）については、この限りではない。 

２～１０ 【略】 

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 【略】 
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新 旧 

（１）・（２） 【略】 

（３） 扶養親族又は特定親族の氏名及び個人番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号をいう。）（個人番号を有しない者

にあっては、氏名） 

（４） 【略】 

２～６ 【略】 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同

項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受ける者を除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の

２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であ

るものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等

に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等

に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）を有する者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で町内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前

（１）・（２） 【略】 

（３） 扶養親族＿＿＿＿＿＿の氏名及び個人番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号をいう。）（個人番号を有しない者

にあっては、氏名） 

（４） 【略】 

２～６ 【略】 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同

項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受ける者を除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の

２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であ

るものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等

に係る所得を有する者に限る。）               

                               

          を有する者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で町内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前
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新 旧 

日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、町長に提出

しなければならない。 

（１）・（２） 【略】 

（３） 扶養親族又は特定親族の氏名及び個人番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号をいう。）（個人番号を有しない者

にあっては、氏名） 

（４） 【略】 

２～５ 【略】 

第３６条の４～第６３条 【略】 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及 

び第５項の規定による補正の方法の申出） 

第６３条の２ 【略】 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同 

項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同 

じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定する法人番号をい 

う。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２）～（４） 【略】 

２ 【略】 

第６３条の３～第８１条の８ 【略】 

（種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税

率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、町長に提出

しなければならない。 

（１）・（２） 【略】 

（３） 扶養親族＿＿＿＿＿＿の氏名及び個人番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号をいう。）（個人番号を有しない者

にあっては、氏名） 

（４） 【略】 

２～５ 【略】 

第３６条の４～第６３条 【略】 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及 

び第５項の規定による補正の方法の申出） 

第６３条の２ 【略】 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同 

項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同 

じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をい 

う。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２）～（４） 【略】 

２ 【略】 

第６３条の３～第８１条の８ 【略】 

（種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税

率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 
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新 旧 

（１） 原動機付自転車 

イ 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が 

０．６キロワット以下のもの（ハ及びホに掲げるものを除

く。） 年額 ２，０００円 

ロ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、 

０．０９リットル以下のもの（ハに掲げるものを除く。）又

は定格出力が０．６キロワットを超え、０．８キロワット以

下のもの 年額 ２，０００円 

ハ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最

高出力が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

ニ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの

（ハに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．８キロワッ

トを超えるもの 年額 ２，４００円 

ホ 【略】 

（２）・（３） 【略】 

第８３条～第８８条 【略】 

（種別割の減免） 

第８９条 【略】 

２ 【略】 

（１）～（４） 【略】 

（５） 原動機の総排気量又は定格出力（第８２条第１号ハに掲げ 

る原動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出 

力） 

（６）～（８） 【略】 

３ 【略】 

（１） 原動機付自転車 

イ 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が 

０．６キロワット以下のもの（ニ   に掲げるものを除

く。） 年額 ２，０００円 

ロ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、 

０．０９リットル以下のもの又は             

 定格出力が０．６キロワットを超え、０．８キロワット以

下のもの 年額 ２，０００円 

 

 

ハ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの

又は             定格出力が０．８キロワッ

トを超えるもの 年額 ２，４００円 

ニ 【略】 

（２）・（３） 【略】 

第８３条～第８８条 【略】 

（種別割の減免） 

第８９条 【略】 

２ 【略】 

（１）～（４） 【略】 

（５） 原動機の総排気量又は定格出力             

                             

   

（６）～（８） 【略】 

３ 【略】 
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新 旧 

（身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 【略】 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、町長に対して、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体

障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）

第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障

害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生

労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和 

３５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付された身体障

害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時

介護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２

項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録

された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に

規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同

じ。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出し

なければならない。 

（身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 【略】 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、町長に対して、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体

障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）

第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障

害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生

労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和 

３５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付された身体障

害者又は  身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時

介護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）を提示                       

                              

                              

                              

      するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出し

なければならない。 
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新 旧 

（１）～（４） 【略】 

（５） 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規

定する免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」と

いう。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報

記録の有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている

場合にはその条件 

（６） 【略】 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示した

ときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許

情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。 

４ 【略】 

５ 【略】 

第９１条～第１５１条 【略】 

附 則 

第１条～第１０条 【略】 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 

２～２２ 【略】 

２３ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割

合は、２分の１とする。 

２５ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

２６ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割

（１）～（４） 【略】 

（５） 運転免許証の番号、交付年月日及び           

                               

                               

     有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている

場合にはその条件 

（６） 【略】 

 

 

 

３ 【略】 

４ 【略】 

第９１条～第１５１条 【略】 

附 則 

第１条～第１０条 【略】 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 

２～２２ 【略】 

２３ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割

合は、２分の１とする。 

２５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

２６ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割
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新 旧 

合は４分の３とする。 

２７・２８ 【略】 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告） 

第１０条の３ 【略】 

２～１３ 【略】 

１４ 町長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マン

ションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の

提出がなかった場合においても、マンションの管理の適正化の

推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第５条の２第

１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の

３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号

に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附

則第１５条の９の３第１項に規定する要件に該当すると認めら

れるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を適

用することができる。 

１５ 【略】 

１６ 【略】 

第１１条～第１６条の２ 【略】 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の

売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において 

「売渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第９２条第１

号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９３条の２の規定により製

造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）

合は４分の３とする。 

２７・２８ 【略】 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告） 

第１０条の３ 【略】 

２～１３ 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 【略】 

１５ 【略】 

第１１条～第１６条の２ 【略】 
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新 旧 

に係る第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定

にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第９２条第１号アに

掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）

の本数によるものとする。 

（１） 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこ

をいう。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに

類する材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料

の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２に規

定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供さ

れるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターそ

の他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分

の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の

０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。た

だし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム

未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって

紙巻たばこの１本に換算する方法 

（２） 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこ

の重量の０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方

法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品

目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規

定の適用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受

けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合に
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新 旧 

おける計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの１

個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得

た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙

巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当た

りの重量に０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を

切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定によ

り製造たばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるも

のについては、同号ただし書の規定は、適用しない。 

（１） 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供

されるもの 

（２） 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定

により製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の

用に供される加熱式たばこ（同条の規定により製造たばことみ

なされるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品目

のもの 

第１６条の３～第２４条 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条の３～第２４条 【略】 
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美瑛町都市計画税条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第７号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、本条例の一

部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要  

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律により

改正された地方税法の条項ずれに伴い、条文の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



○美瑛町都市計画税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ７ 年 ６ 月 １ ９ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 
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新 旧 

第１条～第６条 【略】 

   附 則 

１～３ 【略】 

 （法附則第１５条第３６項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

（法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

（法附則第１５条第４１項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

７～１４ 【略】 

１５ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項ま 

 で、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第

３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５

条の３まで若しくは第６３条」とする。 

１６ 【略】 

第１条～第６条 【略】 

   附 則 

１～３ 【略】 

 （法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

（法附則第１５条第４２項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

７～１４ 【略】 

１５ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項ま 

 で、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第

３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５

条の３まで若しくは第６３条」とする。 

１６ 【略】 

 



辺地に係る公共的施設の総合整備計画 新旧対照表 

      【辺地名：美沢・白金辺地】 
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新 旧 

別記様式 

総合整備計画書 

北海道美瑛町 美沢・白金辺地 

（辺地の人口 ３６１人、面積５１．３ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

（１）～（３） 【略】 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

・道   路 ～ 美沢１８線道路は道道十勝岳温泉美瑛線から町

道美沢３号線を通過し、町道２号幹線と連結する

路線である。十勝岳火山噴火災害に伴う避難路と

して定められており、緊急避難路として地域の安

全性確保に寄与する。 

美沢１２線道路は道道十勝岳温泉美瑛線に接続

し、美沢共和地区と市街地を結ぶ路線である。十

勝岳火山噴火災害に伴う避難路として定められて

おり、緊急避難路として地域の安全性確保に寄与

する。 

・観光又はレ ～ 【略】 

クリエーシ 

ョンに関す 

る施設                            

・経営近代化 ～ 【略】 

施設 

 

別記様式 

総合整備計画書 

北海道美瑛町 美沢・白金辺地 

（辺地の人口 ３６１人、面積５１．３ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

（１）～（３） 【略】 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

・道   路 ～ 美沢１８線道路は道道十勝岳温泉美瑛線から町

道美沢３号線を通過し、町道２号幹線と連結する

路線である。十勝岳火山噴火災害に伴う避難路と

して定められており、緊急避難路として地域の安

全性確保に寄与する。 

                              

                               

                               

                               

            

・観光又はレ ～ 【略】 

クリエーシ 

ョンに関す 

る施設                            

・経営近代化 ～ 【略】 

施設 

 



辺地に係る公共的施設の総合整備計画 新旧対照表 

      【辺地名：美沢・白金辺地】 
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新 旧 

３．公共的施設の整備計画  令和４年度から 令和８年度までの 
５年間 

（単位：千円） 
    

区分 
事業費 

財源内訳 
一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

施設名 
事業 
主体名 特定財源 一般財源 

道路 
（美沢１８線道路
整備事業 他１事
業） 

美瑛町 417,079 266,096 150,983 147,900 

観光又はレクリエ
ーションに関する
施設 
（ジオパーク拠点
施設整備事業 他
２事業）     

【略】 

    

経営近代化施設 
（白金牧場育成舎
改修事業） 

【略】 

    

合計 604,188 306,996 297,192 294,100 

 

 

 

 

３．公共的施設の整備計画  令和４年度から 令和８年度までの 
５年間 

（単位：千円） 
    

区分 
事業費 

財源内訳 
一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

施設名 
事業 
主体名 特定財源 一般財源 

道路 
（美沢１８線道路
整備事業 他１事
業） 

美瑛町 234,079 149,342 84,737 84,600 

観光又はレクリエ
ーションに関する
施設 
（ジオパーク拠点
施設整備事業 他
２事業）     

【略】 

    

経営近代化施設 
（白金牧場育成舎
改修事業） 

【略】 

    

合計 421,188 190,242 230,946 230,800 

 

 

 

 



辺地に係る公共的施設の総合整備計画 新旧対照表 

      【辺地名：美沢・白金辺地】 
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新 旧 

別紙様式 

３．公共的施設の整備計画内訳 

［辺地名 美沢・白金 辺地］    

    （単位：千円） 

施設名 事業名 
事業 

主体名 
事業費 

財源内訳 

一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

特定財源 一般財源 

道路 美沢１８線
道路整備事
業 

【略】     

美沢１２線
道路整備事
業 

美瑛町 183,000 116,754 66,246 63,300 

小計 417,079 266,096 150,983 147,900 

観光又
はレク
リエー
ション
に関す
る施設 

【略】  

    

経営近
代化施
設 

【略】  
    

合計 604,188 306,996 297,192 294,100 

 

別紙様式 

３．公共的施設の整備計画内訳 

［辺地名 美沢・白金 辺地］   

        （単位：千円） 

施設名 事業名 
事業 

主体名 
事業費 

財源内訳 

一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

特定財源 一般財源 

道路 美沢１８線
道路整備事
業 

【略】     

      
      
  

美瑛町 234,079 149,342 84,737 84,600 

小計 234,079 149,342 84,737 84,600 

観光又
はレク
リエー
ション
に関す
る施設 

【略】      

経営近
代化施
設 

【略】      

合計 421,188 190,242 230,946 230,800 
 



辺地に係る公共的施設の総合整備計画 新旧対照表 

      【辺地名：新星辺地】 
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新 旧 

別記様式 

総合整備計画書 

北海道美瑛町 新星辺地 

（辺地の人口 ５８人、面積８．２ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

（１）～（３） 【略】 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

・道路 ～ 【略】 

・施設 ～ 千代田公園はインバウンドを中心とする観光客が多く

訪れる公園となっており、観光バスなどの大型車両に合

わせた駐車場スペースの拡充、公園内トイレの洋式化を

図ることにより地域振興・観光振興につながる重要な拠

点として位置づける。併せて周辺住民の交通の支障とな

らないよう、安全な交通の流れを確保する環境を整え

る。 

 
３．公共的施設の整備計画  令和５年度から 令和９年度までの 
５年間 

（単位：千円） 
    

区分 
事業費 

財源内訳 
一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

施設名 
事業 
主体名 特定財源 一般財源 

 

別記様式 

総合整備計画書 

北海道美瑛町 新星辺地 

（辺地の人口 ５８人、面積８．２ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

（１）～（３） 【略】 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

・道路 ～ 【略】 

・施設 ～                          

                               

                               

                               

                               

                               

        

 
３．公共的施設の整備計画  令和５年度から 令和９年度までの 
５年間 

（単位：千円） 
    

区分 
事業費 

財源内訳 
一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

施設名 
事業 
主体名 特定財源 一般財源 

 



辺地に係る公共的施設の総合整備計画 新旧対照表 

      【辺地名：新星辺地】 
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新 旧 

 
道路 
（新星第１線整備
事業ほか１事業） 

【略】     

施設 
（千代田公園改修 
事業）      

美瑛町 43,054 27,120 15,934 15,900 

合計 260,390 141,536 118,854 113,600 

 

別紙様式 
３．公共的施設の整備計画内訳 

［辺地名 新星 辺地］    

    （単位：千円） 

施設名 事業名 
事業 

主体名 
事業費 

財源内訳 

一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

特定財源 一般財源 

道路 【略】      

施設 

 

 

千代田公園
改修事業 美瑛町 43,054 27,120 15,934 15,900 

合計 260,390 141,536 118,854 113,600 
 

 
道路 
（新星第１線整備
事業ほか１事業） 

【略】     

   
        
    

美瑛町 234,079 149,342 84,737 84,600 

合計 217,336 114,416 102,920 97,700 

 

別紙様式 
３．公共的施設の整備計画内訳 

［辺地名 新星 辺地］   

        （単位：千円） 

施設名 事業名 
事業 

主体名 
事業費 

財源内訳 

一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

特定財源 一般財源 

道路 【略】      

   

 

 

      
     美瑛町 234,079 149,342 84,737 84,600 

合計 217,336 114,416 102,920 97,700 

あ 

 


